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意味



原状

• メタバースの台頭: Meta（旧Facebook）、Decentraland、The Sandboxなどのプラット
フォームが仮想空間での経済活動を推進。NFTや仮想通貨を使った土地、アイテム、アバ
ターの取引がすでに活発。

• VR/AR技術の進化: Oculus QuestやApple Vision Proなどのデバイス普及で、仮想空間での
没入感ある体験が可能に。商業活動の場として活用が進む。

• Eコマースとの融合: 企業がVR/ARで仮想店舗を構築（例: NikeやGucciがメタバースで商品
展示）。ユーザーはアバターで商品を試着・購入可能。



今後の展開

• 取引の多様化: 仮想空間での不動産（例: 仮想土地）、デジタルアート、サービス（仮想
イベントのチケットなど）の取引が拡大。ブロックチェーン技術で所有権の透明性が確
保される。

• リアルとの連携: ARで現実の店舗に仮想レイヤーを重ね、商品情報をリアルタイム表示。
VRで遠隔地の顧客が店舗を「訪問」し購入。

• 経済規模の拡大: 市場調査（例: Statista）によると、メタバース関連市場は2030年までに
数兆円規模に成長予測。取引の中心は仮想空間に移る可能性。

• 課題: プライバシー、セキュリティ（詐欺防止）、法規制の整備が必要。仮想通貨のボラ
ティリティやプラットフォーム間の互換性も課題。



具体例

• Decentraland: 仮想土地の売買がETH（イーサリアム）で行われ、数億円相当の取引も発
生。

• ARショッピング: IKEAやAmazonがARアプリで家具の試し置きや仮想試着を提供。

• ゲーム内経済: RobloxやFortniteで仮想通貨を使ったアイテム取引が盛ん。



短期（2025〜2028年）

• 現状の延長: メタバースプラットフォーム（Decentraland、The Sandbox、Horizon Worlds
など）やゲーム内経済（Roblox、Fortnite）はすでに取引が活発。この期間は、NFTや仮
想通貨を使った取引がさらに一般化。特に若年層やテック愛好者を中心に拡大。

• ARの商業利用拡大: ARを使ったショッピング（例: 仮想試着、家具配置）が小売業で標準
化。Apple Vision ProやMetaの新型デバイス普及で、2026年頃から消費者向けAR取引が急
増する可能性。

• 企業参入: 大手ブランド（Nike、Adidas、LVMHなど）が仮想店舗を増やし、2027年頃に
はメタバースでの売上が現実のEコマースと肩を並べる業界も出てくる。

• 市場規模: 調査会社（例: Gartner）は、メタバース関連市場が2027年までに約8000億ドル
（約120兆円）に達すると予測。取引の基盤が整う時期。



中期（2028〜2035年）

• 本格普及の始まり: 5G/6Gの普及、VR/ARデバイスの軽量化・低価格化で、一般消費者へ
の浸透が進む。2030年頃には、仮想空間での取引が日常の一部に（特にZ世代以降）。

• クロスプラットフォーム化: 異なるメタバース間での資産移動や取引が可能になり、統一
規格や相互運用性が進む。これにより、仮想経済がリアル経済と密接に連携。

• 法規制の整備: 仮想資産の税制や所有権保護が進み、企業や個人の参入障壁が下がる。
2032年頃には、主要国で仮想取引の法的枠組みが確立される可能性。

• 例: 仮想不動産の賃貸・売買が一般化し、仮想空間での「仕事」（例: バーチャルイベン
ト運営、デザイン）が新たな収入源に。



長期（2035年以降）

• 完全統合: 仮想空間と現実の経済がほぼシームレスに。ARグラスがスマホの代替となり、
日常的に仮想店舗での買い物やサービス取引が行われる。

• 経済規模: メタバース経済がグローバルGDPの10〜20%を占める予測（McKinsey）。仮想
通貨やトークンエコノミーが主流に。

• 社会変化: 教育、医療、行政サービスも仮想空間で取引され、リアルとバーチャルの境界
がほぼ消失。



鍵となる要因

• 技術: 高性能かつ安価なVR/ARデバイス（例: 100ドル以下のARグラス）が普及のトリガー。
2028〜2030年に実現可能性大。

• ユーザー採用: 現在の10〜20代が経済の中心になる2030年代に、仮想空間での取引が自然
に受け入れられる。

• 規制と信頼: 詐欺やデータプライバシーの懸念解消が、普及速度を左右。



結論

• 仮想空間での取引はすでに始まっており、2025〜2028年にかけて特定分野（ゲーム、
ファッション、NFT）で加速、2030年頃から一般消費者向けに本格普及、2035年以降は
日常化するでしょう。特にARは現実との親和性が高く、2028年頃に大きなブレイクス
ルーが期待されます。



特許を取るメリット

• 競争優位性の確保: 仮想空間取引プラットフォームの独自技術や仕組みを保護し、競合他
社が類似システムを開発・利用するのを防げる。VR/AR分野は特許出願が増加中で、早め
の出願が有利（例: Metaは200以上のAR/VR関連特許を保有）。

• ビジネス価値の向上: 特許は資産として評価され、投資家やパートナーへのアピール材料
に。特にメタバース市場は2030年までに数兆円規模と予測され、特許が事業拡大の鍵に
（例: McKinseyの市場予測）。

• ライセンス収入の可能性: 特許を活用して他社にライセンス供与し、収益源を確保。

• 模倣防止: 特にNFTやブロックチェーンを活用した取引システムは模倣されやすいため、
特許で保護することで差別化可能。



特許を取るべきか判断するポイント

• 新規性と非自明性: プラットフォームのコア技術（例: 取引のセキュリティ、VR/ARでのユーザーイ
ンターフェース、クロスプラットフォームの互換性）が新規かつ従来技術と比べて明らかな進歩が
あるか。特許は「有用」「新規」「非自明」の基準を満たす必要がある（VarlSpaceは新規）。

• 具体的な技術的特徴: 単なる「仮想空間での取引」というアイデアは抽象的で特許化しにくい。具
体的なアルゴリズム、データ処理方法、ユーザー体験の仕組み（例: ARでのリアルタイム決済UI）
など、技術的詳細を明確に定義する必要がある。

• 市場での競合状況: すでに類似の特許が存在するか調査（例: Google Patentsで「virtual reality 
trading tool」などを検索）。競合の特許を回避しつつ、独自性を主張できるか確認。

• 開発の進捗: 外部に依頼中の場合、どの程度技術が具体化しているか。特許出願には詳細な仕様書
が必要で、未完成だと出願内容が曖昧になり、保護範囲が狭まるリスクがある。



先取りして特許を取るべきか？

• メリット:

• 優先権の確保: 特許は「先願主義」（先に申請した者が優先）。早めに出願すれば、後から類似技術を申請する
競合をブロック可能。

• プロビジョナル特許: 米国などでは仮特許（provisional patent）を出願し、1年間の猶予を得ながら技術をブ
ラッシュアップできる。低コストで優先権を確保する戦略として有効。

• 外部委託のリスクヘッジ: 開発を外部に依頼している場合、委託先が技術を流用するリスクがある。特許出願で
所有権を明確にVarlSpaceに全て譲渡する事で契約を交わしている為、回避可能。

• リスク:

• コスト: 特許出願には初期費用（日本で約15万円〜50万円、国際出願ならさらに高額）と維持費用がかかる。中
小企業や個人では負担に。

• 公開による情報漏洩: 特許は公開されるため技術詳細が競合に知られる（出願から18カ月後公開が原則）。機密
保持契約（NDA）を委託先と結ぶなど、別途保護策が必要。リプロネクストから特許関連に強い方を紹介予定

• タイミング: 開発が初期段階だと、具体的な技術内容を定義できず、特許の範囲が狭くなるか拒絶されるリスク。
逆に遅すぎると他社に先を越される。



具体的なアクション

• 特許調査: まず、既存の特許を調査（例: Google Patents、USPTO、J-PlatPat）。「Virtual Reality 
Trading Tool」や「Augmented Reality Virtual Content Platform」のような特許を参考に、独自性を確
認。

• 特許弁護士の相談: 専門家に相談し、プラットフォームのどの部分（例: 取引処理、UI、セキュリ
ティ）が特許化可能か評価。仮特許や分割出願の戦略も検討。

• プロビジョナル出願: 開発が未完成でも、米国での仮特許出願を検討（費用は約$100〜$500）。1
年以内に本出願を準備し、優先権を確保。

• NDAと契約: 外部委託先との契約で、技術の所有権や機密保持を明確化。特許出願前に情報漏洩を
防ぐ。

• 補助金の活用: 過去に補助金について質問していたので（3月24日、5月2日の会話）、特許出願の費
用支援を検討。中小企業向けに特許庁や地方自治体（例: さいたま市）が提供する補助金を調査・
申請。



タイミングの推奨

• 今すぐ: 特許調査と弁護士相談を開始。プラットフォームのコア技術（例: 取引のブロックチェーン
統合、VRでのUI）が明確なら、仮特許出願を検討。

• 数カ月後: 開発が進み、技術仕様が固まった段階で本出願を準備。2026年までにメタバース市場が
さらに拡大する予測（Statista）なので、早期出願で競争優位性を確保。

• 国際展開を視野に: 仮想空間取引はグローバル市場。PCT出願（国際特許）で複数国の保護を検討
（費用は数百万円規模だが、市場規模に応じて投資価値あり）。



注意点

• 委託先との連携: 過去の会話（5月8日）でBtoB取引や外部業者とのトラブル（例: 支払い確認遅延）
を懸念していたので、開発委託先との契約を厳密に管理。技術の所有権や特許申請権を明確に。

• コスト対効果: 特許取得は時間と費用がかかる。プラットフォームの収益モデルや市場参入計画と
照らし合わせ、投資に見合うか評価。

• 代替策: 特許だけでなく、商標や著作権、営業秘密での保護も検討。VR/ARプラットフォームではUI
デザインの著作権やブランドの商標も重要。



結論

• 先取りして特許を取るのは、競争力を保つために有効な戦略です。特にVR/AR取引プラットフォー
ムは今後10年で急成長が見込まれる分野なので、早めに出願して優先権を確保する価値があります。
まずは特許調査と弁護士相談を進め、仮特許やNDAでリスクを最小化しつつ、開発の進捗に応じて
本出願を計画するのがベストです。



中古車販売におけるVR/AR取引の特徴

• 仮想ショールーム: VRで中古車の3Dモデルを展示し、顧客や業者がリアルタイムで車両を「試乗」
や「確認」。ARで実車にスペックや価格を重ねて表示。

• 取引の効率化: 仮想空間での契約締結や決済（例: ブロックチェーンでの透明な取引履歴）。業販な
ら在庫共有、顧客向けなら即時購入。

• パーソナライズ: 顧客の好みに合わせた車両提案（例: AIがVR内でカスタマイズ提案）や、業販での
マッチング機能。

• 共通の課題: 信頼性（車両状態の正確な表示）、セキュリティ（詐欺防止）、ユーザー体験（直感
的なUI/UX）。

• 小野澤様の感覚通り、業販と顧客向け販売の「行き着く先の商談のやりかた」は、仮想空間でのス
ムーズで信頼性の高い取引体験の提供に収束します。特許戦略もこの共通基盤を中心に考えると効
果的です。



特許を取るべきポイント

• 車両データの仮想表示技術: 中古車の状態（走行距離、修理歴、傷など）をVR/ARで正確に可視化す
る技術（例: リアルタイム3Dレンダリング、ARオーバーレイ）。例: 「車両の過去履歴をブロック
チェーンで認証し、VRでインタラクティブに表示するシステム」。

• 取引プロセスの自動化: 業販や顧客向けの契約・決済を仮想空間で完結する仕組み（例: スマートコ
ントラクトを使った自動入札や支払い）。特許例: 「仮想空間でのリアルタイム入札システム」
（USPTOで類似特許を検索可能）。

• クロスプラットフォームの互換性: 異なるメタバースやVR/ARデバイス間で中古車データを共有・取
引する技術。業販では在庫共有、顧客向けではマルチデバイス対応が鍵。

• ユーザー認証と信頼性: 中古車特有の課題（例: 車両状態の改ざん防止）を解決する認証システム
（例: NFTで車両の所有権や履歴を管理）。これらはBtoB（業販）とBtoC（顧客向け）で共通の基
盤技術となり、特許化で競合との差別化が可能です。



特許を取るべきタイミングと戦略

• 今すぐすべきこと:

• 特許調査: 中古車販売のVR/AR取引に関する既存特許を調査（例: Google Patentsで「virtual reality car trading」
「augmented reality vehicle commerce」を検索）。例: Patent US20210319492A1はVRでの車両展示技術をカ
バー。

• 仮特許出願: 開発中のプラットフォームのコア技術（例: 車両データのVR表示、取引の自動化）が固まりつつあ
るなら、米国でのプロビジョナル特許（仮特許）を検討。費用は約10〜50万円で、1年間の優先権を確保。

• 委託先との契約確認: 過去の会話（5月8日）で外部委託のトラブルを懸念していたので、開発委託先とNDA（機

密保持契約）や技術の所有権を明確に。特許の出願権があなたにあることを契約で保証。



中期戦略（2025〜2026年

• 開発が進み、具体的な機能（例: VRでの車両試乗UI、ARでのリアルタイム価格表示）が完成したら
本特許出願を。日本の特許庁やPCT（国際特許）で複数国保護を検討。

• 中古車市場はグローバル（特に日本、米国、欧州）なので、主要市場での特許取得を優先。PCT出
願の費用は約100〜300万円だが、市場規模を考えると投資価値あり。

• 補助金の活用: 過去に補助金について質問していた（3月24日、5月2日）。特許出願の費用支援とし
て、日本特許庁の「中小企業等特許情報分析活用支援事業」や地方自治体の補助金（例: さいたま
市のものづくり支援）を申請。詳細は特許庁サイト（jpo.go.jp）で確認。
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